
令和 4 年度  

第 10 回  高森町農業委員会  議事録  

 

 令和 5 年 1 月 23 日(月)、高森町役場において農業委員会等に関する法律第２７条第１

項の規定に基づき、別紙議案審議のため農業委員会を開催した。 

 

１ 出席委員 

(１)農業委員 

1 下平 明利 2 樋口 美代子 3 松島 浩子 4 林 勝幸 

５ 竹内 節男 6 小川 健二 7 原 寿彦 8 光沢 英文 

9 中塚 俊文 10 原 正樹 11 宮下 裕次 12 青山 高志 

13 宮下 豊勝 14 宮下 道久(議長)     

(２)農地利用最適化推進委員 

15 今川 実章 16 寺澤 悟 17 木下 洋子 18 丸山 宏充 

19 北村 隆洋 

合計 19 名 

 

２ 欠席委員 

      

 

 

３ 職務のために出席した職員 

農業委員会 

事務局長：野沢／事務局：龍口 

  産業課 

   農業振興係：下原 

営農支援センタ－ 

所長：上沼／専門員：松村 

 

４ 会議への附議事項 

議案第 32 号） 農地法第 18 条第 6 項の通知（報告案件）       

議案第 33 号） 農地法第 4 条第 1 項の許可申請（審議） 

議案第 34 号） 農地法第 5 条第 1 項の許可申請 （審議） 

議案第 35 号） 経営基盤法第 18 条の農用地利用集積計画（1 月分）（審議） 

 

 



５ 議事内容 

 

議 長  ただ今から第 10 回高森町農業委員会総会を開催します｡ 

時 に 午 

                              時に午前 9 時 9 分 

 

議 長  本日の議事録署名委員ですが、2 番及び 3 番にお願いします。 

 

  それでは、議案第 32 号、農地法第 18 条第 6 項報告は報告事項でありますが、

ご質問ありましたらお願いします。 

 

議 長  （ご質問）なければ続きまして議案第 33 号、農地法第 4 条第１項の許可申請

につきまして 10 番お願いします。 

 

10 番  はい。地図は牛牧南の信号を北へ走って行きまして、現在新しいみつば保育園

（新あかり保育園）が建っているところの東側になります。次に出てくる議案

第 34 号－1 というがありますが、息子さんの家を建てるにあたり公図を調べた

結果、現在駐車場や進入路で使っているところが農地であったことが判明して

今回の申請になっています。経緯書にありますので見ていただければと思いま

す。以上です。 

 

議 長  では議案第 34 号－1 と一緒に審議したいと思いますので、ご質問ありましたら

お願いします。 

     それでは議案第 33 号－1 と 34 号－1、承認される方、挙手をお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。 

 

では議案第 34 号－２番を、1 番お願いします。 

 

１ 番  はい。地図は 34－2 をご覧ください。上市田の信号をセブンイレブンに向かっ

て下っていく途中に南西側に入る道がございますが、そこを 1 ㎞ほど入った所

です。議案第 34－2 と 34－3 は関連ですので一括して説明させていただきます

が、34－2 は N さんと O さんが買主、売主は K さんです。34－3 も K さんが

売主で、買主は先ほどの 2 名に加えて I さんの 3 名となっています。この場所

は 34－2 の公図にあります土地を見ていただきますと、昭和 55 年ころに住宅

３軒を同時に作ったそうです。その際通路も作ったのですが、建売だったため

に水路を共同所有しようというかたちで作ったらしいのですが、その手続きを

怠っていたために現在に至ったと。今回、各々水路を分筆して申請に至ったと

いうことです。水路ですので日当たりや農薬の散布については問題なく、隣地

地主からも同意をいただいています。以上でございます。 

 



議 長  ご質問ありましたらお願いします。 

     無ければ決をとります。 

     可とされる方、挙手をお願いします。 

 

     ありがとうございました。 

全員一致で可とします。 

      

 

続きまして、議案第 35 号、経営基盤法第１８条の農地利用集積計画について、

事務局、説明をお願いします。 

 

事務局  今回、案件が多くなっていますが、基本的には昨年度 12 月末でもって期限を

迎えた案件を一旦期間が離れてしまったのでもう一回結びなおす新規というも

のが多いかと思います。1 番から 4 番の利用権につきましては新たな県の設定

となろうかと思います。5 番からは中間管理事業ということで一括の集積と配

分、公社が借り上げて公社が貸し付けるのがセットになった貸し借りですが、

主には T 社と P 社、こちらは今まで JA が仲介する円滑化事業というものが廃

止となりましたので、中間管理機構を通じて貸借をするという形に設定しなお

していただいたものが 38 番までとなっています。それ以降は再設定の案件に

なりますのでまたご確認いただけたらと思います。 

以上、ご審議をお願いします。 

 

議 長  はい。ご質問ありましたらお願いします。 

無ければ決をとります。 

     可とされる方、挙手をお願いします。 

 

     全員一致で可とします。 

     ありがとうございました。 

 

 

本日の審議事項については以上となります。 

 

 

                              時に午前 9 時 19 分 

 
 
 

高森町農業委員会議長     宮下 道久 

 

高森町農業委員会会長     宮下 道久 

 
 
 



              議事録署名委員 

              高森町農業委員   2 番 樋口 美代子 

              議事録署名委員 

              高森町農業委員   3 番 松島 浩子 


